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William L. Grossman : 

“OceaγEγeight Rates" 

富 田 功
（運輸港湾産業研究室）

〔はしがき〕

ここに紹介する文献は，当時ニューヨーク大学の助教授であったグロスマンによっ

て執筆された『海上貨物質率』である。それは1956年にメリーラン ド州のコーネノレ海

事出版局より刊行されたものである。 グロスマンは序文で次のように述へている。

「研究分野として海上貨物質率の問題は三つの主要な要素を含んでいる。本書はそれ

らの全部を取扱う試みを提示している。したがって，本書では，1.航路線の賃率慣例

(=practices〕とそれの板拠， 2.海上質率規制における法令と行政政策， 8.海上運送

人の幸IJI間最大化のための賃率決定に関する原則について叙述される。」また， 「木書

が海運業とその荷主に対する主要な関心事の開拓書ともなる。」と言っているように，

海運（」ニ〉運賃に関心を抱く者に対して木書はパイオニア的指針を示してくれるであ

ろう。

海上輸送て‘は三つの異なる地理学的カテゴ リーが含まれると言われている。一つは，

同一国における両地点間の海上輸送であり，それは沿岸内輸送であり，二つは，一国

に属するがその国の陸地境界内にある両地点もしくは一地点のどちらでもないという

両地点間の海上運送であり ， それはJl~fには ＂Noncontiguous 輸送。 と呼ばれている。

三つは，外国海上輸送である。コ1>:11:-cはこれら三つのカテゴ リーの全部の海ヒ貨物質

率の取扱いが企てられている。 （木訟の重要部分はその三つのカテコ リーのすべてに

ついて叙述されてはいないけれども〉

今日，わが国（[I本）の海上運賃がいわゆる公共規制を受けていることは周知の通

りであるが，グロスマンによれば，アメ リカでも近海輸送すなわち，外国海上輸送お

よび non-contiguous輸送は連邦海事局の規制を受けており （但し， 州際交通は除

く〉，一般的に，近海貿易の賃率梢造は相互にかなり似かよっているが，重要な点で

沿岸内輸送貿易の賃率構造とは異なっている。というのはp アメリカ大陸における各
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地点間の水路輸送は鉄道および自動車運送人の競争に対拠せねばならないからであ

る。それ故，外国および non-contiguous海ヒ貨物賃率は一研究分野を構成し，沿岸

内貨物質率は別の取扱いを要求するといった他の研究分野を構成すると主張されるで

あろう。

〔本書の内容〕

本書は全22：））主で構成されており，以Fこれを簡単に述べてみよう。

〔1掌〕貨物積載単位

実際には積依単位として，スペース界獄ーすなわち，容積ーと重量が用いられてお

り ， 次のような貨物重f~：単位が海上輸送の積校単位用の一般的に使用されている。す

なわち，

Hundredweight (cwt) 

Scale ton hundredweight 

Short ton or net ton 

Metric ton (1, 000 kilograms) 

Long ton or gross ton 

また，容T'l!i単位は園内輸送のM;I主単位にほとんど決して使用されていないが，海外

輸送と non-contiguous1•命送では非常に一般的に使用されている。すなわち，次の三

つが最も共通的単位である。

Cubic foot 

Cubic meter 

Measur巴111巴ntton 

更に，特別単位として， と述の二つの何れて‘もない積載単位のうち，最も｝般的な

それはおそらく，一筒あるいは一頭，価格および直線フィー トの三つである。

〔2掌〕船舶の選択権（＝option)

重量単位と年寄積単位の両者について運送人が賃率を決定することは，外国輸送およ

びnon-contiguous海上輸送の 1=1 ·；：~的慣例j (=common practicめ である。この慣例l

が船舶の選択権と呼ばれている。この選択権はその術語の通常の意味では，貨物運送

料金の決定は算術的問題であるから，実際には何ら行使されていないa
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〔3章〕等級貸率，貨物質率，および容積貸率

等級iま率は多くの品目を表示する符号で決められる賃率であって，その一品目につ

いて決められる貸率ではない。それは文字または数で、表わされ，等級JJIJ (=rating) 

と呼ばれている。所定の取引における海上運送人の等級貨率桃造では6等級別から9

等級別まである。

貸主将決定の要因は，運送人のサービス生産の費用と荷主がそれに対する支払おう と

する立志それは主として輸送する貨物の価値に依存しているのである。もし， i玉率が

重£l単位について決められるならば，比較的1重量単位当り小さい容積を占める物資

(or,'1'i'1目〕は低賃率等級（数は高くなる〉になる傾向がある。というのは，海外輸送

および non-contiguous輸送の等級賃率は一般的には重量も しくは2華航，すなわち船

舶選択権ベースで引用されるから。 （ここでは， 容積貨物の答I）当てで考慮されるべき

重量密度に対する要請ーは何らないが〉

貨物質率は特別輸送貨物もしくはその種類について決められる貨率であり，容もH'i'.

率は飽全な商業的慣例による賃率である。

〔4$〕直通貨率と他の特別賃率

.fi｛みfillは二人ないしはそれ以上の継続した海上運送人によって移動するので，荷主

は一般的にはi13:)i'flノレー ト輸送がよ り便宜的であ り，多くの場合，彼は継続した運送人

を個々別々に取鍛わねばならなかった場合に比べて，費用はより少なくて済むことが

わかる。直通ノレー ト輸送に課される貨準が直通貨率であ り，これとは対初、的に，ある

運送人の路線輸送用の貨率は地域賃率としてま[Jられている。直通貨率が地域貨率の結

合したものより低い場合がある。それは園内輸送では H結合貨率 （＝jointrate）＂と

して知られているが，外国海上輸送では一般的に使用されていない。

比例貸率は本土国内輸送で設けられてきたものであるが，それは一般的には近海輸

送では使用されていない。しかし，比例賃率の特別のものが近海輸送サービスでport-

equalization貨率として採用されている。

〔5掌〕特別料金と補助料金では，一連の特別料金について述べられており，港湾

は経済的望ましさとか物理的必要性とかのためよりはむしろ貨物の秘換えによって寄

与されるかもしれない，と港湾の実態について若干触れている。

〔6掌〕 朋船当事者では，用船契約も しくは用船とは船舶がその所有主によるよ り
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はむしろ他の者によって利用可能となされる協定である，としている。また，用船契

約として定Wl用船と航海用船の二つを列挙している。

〔7章〕貸家決定の目標では，賃率決定の目標を，真のそれは利潤最大化にあると

考えており，それは次の二つの原則を包含していると説いている。すなわち，（1）貨物

は，それを輸jきするために負担されるで、あろう純特別費用貨物輸送の純現金支出の費

用以下の貨物料金で輸送されるはずのものではない，（2）貨率は，長期的には純現金支

出の費用に対する収入の超過を最大化するであろう水準で決定されるはずのものであ

る。

〔8章〕現金支出費用では， T)i）述の現金支出の費用を，予備的定義として，特別貨

物の輸送のために負担される特別費用〔or追加的費用）と述べている。 （この定義が

いくつかの間短に対して未解答のままにあることを著者は認めているが〉それ故，こ

こでは，サービスの定義と特別貨物の輸送費用について叙述されている。

〔9章〕サーヒ‘ス側値で山主，運賃決定の二要因の一つであるサービス価値を明解に

説明しており，その道具Aとして負担力と需要路力性を用いている。

〔10章〕海運同盟制としては，加入者間の競争を統制し，未加入者に対抗する競争

力の獲得に努めることをその必要条件としている。

〔11章〕二重賃率制では，特定運送人対非特定運送人の賃率システムが果たして公

共の利益と合致するものであるかを述べており， 〔12章〕同盟賃率手続きでは，海運

同盟貨率の手続きの申請とその取扱いが平易に説明されている。

〔131¥5:〕 「集団の幸IJl関獲得のための貨率決定jでは，海運同盟加入者の聞で誤まっ

たある信念がはびこっていると言jつれている，すなわちそれは彼らのある者には有益

である賃率の増加あるいは減少が自動的に加入者の他の者に有益であろうというこ

と。これは，加入者がそれぞれ異なった費用水準で連活しており，費用の相異が主と

して賃金の相具によって引き起こされるという要因を見務しているのである。

したがって，ある賃率が加入者のある者にはより望ましいものとさせ，他の賃率が

他の者にはより望ましいものとさせるのは，両者のサービス生産の現金支出の費用の

相兵による，ということは言うまでもない。それ故，ここに加入者の間で・利潤獲得の

ための利害関係の衝突が生ずるのである。それは，相対的に高生産費用を持つ運送人

と相対的に低生産費用を持つ運送人との聞の本来的な (=genuine）利害衝突であ
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る。これは，ある者にとっては最良の賀半が他の者にとっては最良の貨率ではないか

もしれないことを表わしている。

貨喜界に関する利害対立は，海運同21を維持することによって尚生産費用の運送人に

与えられるより大なる保護の代償として，（民生産技用の運送人のために解決されるif.:

のものである。この例外があることも忘れてはならない。

利tllU最大化の通常の貨率決定に不可欠のものとして縫立されてきたのは合迎的に正

確な必用決定と収入査定（＝estimates）であり， 集団としての同盟の巡送人の全体

的利jf{jを最大化するであろう水準によるf'（率のli'lli立は，共同計'fl：協定により会員すべ

ての運送人の利害と公平に一致するよう行なわれるかもしれない。

〔14章〕賃率規~iJI）の l~I 的

アメリカ経済ーの目標（＝goals）は伝統的に自由競争の維持にあるとこれまで考え

られてきたことはJ;¥"J知の通りである。自由経済では価格は生産技汗！と生産物に対する

誠~とのこつの要因の相互作用によって決定され，したがって，競争が佃l格を生産費

用に等しくさせよ うとする。

競争下の仰l絡決定と行動との説明は過大に単純化されるけれども，競争的理念の木

質と競争下の侃Ii格が公共の福祉を増進すると考えられている根拠とを表現するのには

それは役立つであろう。その根拠とは，かかる価絡はそれが生産費用を依い損なうほ

どに大層低くならないでできるだけ低くなるという傾向があることであり，換言すれ

ば，競争的価格は限界的生産者の費用ーそれ以上の費用ではないーを償うのである。

しかしながら，競争iilli絡が生産諸資源を浪費させることなくできる限り多量の消費

を奨励することができるほどにはそれは必ずしも合理的（＝desirable）なものでは

ない。したがって，自由競争下の価格は限界（的〉生産者の費用を償うであろう最低

水準，すなわち，正常な水準と考えられるところまたはそれに近いところで維持され

るのでなければ，自由競争は本来の正常な目的に貢献し損うであろ う。また，規制が

そこではおそらく正当化されるであろう。

したがって，貸率規制は自由競争の価格決定による生産諸資源、の浪費をできるだけ

回避することに役立つためのものであろう。

〔15章〕賃率規制！の歴史とその範囲

19世紀後半と20世紀初期の年間に，海運産業における同盟の創設とその強化は米凶
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と他国との利害関係を引き起こした。特に，同盟の特別慣習，つまり， リベートの払戻

しが批判を生ぜしめたのである。イギリスでは，政府が王立海事委員会という調査機

関にその問題を調査するよう命じた。1909年に問委員会は，海運同波システムは必要

だがそのシステムはひどい乱用をこうむっていたという趣旨のレポー トを発表した。

これに対して．米国では，商船漁業委員会に海道同盟を調査し適切なる（＝appropriate〕

勧告を行なうよう権限を与えたのである。 1914年に同委員会は一般にアレタサンダー

・レポートと呼ばれるレポートを提出し，イギリスのさきの委員会と同様に，海運同

盟は解散することを要求されるべきではなく ，そうした慣習の大部分を修正すべきこ

とを要求されていると明らかにした。その結果，問委員会の勧告は1916年海運法の法

律を成立せしめた。

海運法の貸率規定の禁止条項は以下の七つに要約される。（1）リベートの払戻し，（2)

船舶の競争，（3）差別的ないしは不公正な方法による報復， (4）不公平な差別， (5)non-

contiguous輸速における不合理な貨率，（6）非隣接輸送において，規制当局へ発（公〉

霊長され，錠出されねばならぬ運送人の貸率表て‘明らかにされた:f:l率よりも他の貨率を

課すること，（7）財産の受領，荷役，保管，および配送に関係した不合理な慣習

同法は，合理的な貨率を課すへき外国貿易における運送人には何ら義務は課してい

ないことは注目されよう。もし，外国貿易の賃率がいろいろな困燦政府当局による貨

率規制の強要の結果はわれわれが容易に想像しうるという諸困難ーなく して法律によ

って決められることになれば，関係国が貸率決定権力を（それに〉与えることに同意

するという国際的機関（＝agency）によって決定されねばならないだろう。

〔16主主〕公共運送，特定 （契約〉運送，および自家運送

賃率規制に関しての法令規定では，三者の区別は意味深長な (=profound）重要

性があるとされている。このうち公共運送人のみが不当に差別lしではならない義務を

有している。

公共運送人の義務はあるf111のサービスに対する合理的な需要？を拒否してはならない

ことであり，それは特定運送人および自家運送人がかかる義務を有しないのに対する

一つの特質である。

公共運送と特定運送および自家運送との区別は非常に重要な法的なそれである。す

なわち，公共運送人はたいていの場合規制されており，特定迎送人と自家運送人は規
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制されていない。

公共運送人の定義は州際交通法の第3条でなされているが，この概念はj司船の貨物

輸送の船舶の用船には適用するか。用船は同法第3条の解釈によって公共運送から除

かれている。

水路運送の経済的規制に関する法令規定は自家運送には拡大していないが放に，そ

れには自家運送人についての定義は含まれていない。

：住邦海事局は貨物迷送取扱人（＝forwarder）を公共運送人たることを信じて疑わ

ないと主張して，その板拠を輸送手段の統制とかその所有にで、はなく，むしろ，それ

が貢献する公共性に関与するという事業の本質に依存するとしている。運送取扱人と

同様にみなされる通運会社（＝expr巴sscompany) は明らかに公共運送人であり規

制を受けているが，それは運送取扱人とは次の二点で異なっている。すなわち，（1）前

者は後者の規則的貨率表の賃率を定期輸送の運送人に通1￥；’は支払っていないが，特別

サービスから得た収入の分配のために運送取扱人の特別協定に加入している， （2）！持別

輸送は輸送能力（＝spac巴〕の不足の場合には他の貨物に対して優先権（＝priority)

を受けていること。

〔17掌〕合理的なこと， 一般的賃率水準

木章では合理的な収入額の確保について考慮されよう。

賃率規制という概念は公議事業ならびに交通の賃率規制には不可欠なものであり，

それによって運送人の収入額はそのサービス生産の費用を償うのに十分高くなっても

よいはずだと議論されている。

費用には蛍業費，租税，のみならず投資者への公正報酬も含まれるが，この三要素

のうち最も問題を生ずる要素は資本の公正報酬であり，それの決定ーすなわち規制さ

れた会社が営業費と租税を加えて稼（収〉得することが認められでもよいはずだとい

う収入額ーに関連して，一般的に最も重大な問題が生ずる。 というのは，規制された

会社といえども一般的には有価証券（＝s巴curities）を提供し，または公共機関（＝

institutions）からローンを獲得しようと試みて，資本 （政府より与えられた資本は

別として〉利用を獲得して他事業会社と競争とせねばならないが故，規制会社に通し

は有価li~fE券を引きつけ，そのローンを合理的に安全なものとするべき十分な報酬の見

を与えらねばならない。
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公正報酬決定のためのオーソドックスなテクニッ タは，賃率水準というド、／レ数と公

正報酬率といわれる百分率の二要因を決定することであり，そして，貸率水準を公正

報酬率によって増大させることであるコそこでは，サーヒ。ス生産物が公正報酬の対象

であり，貨率水準は運送人が報酬を獲得することが認められるべきだという ドノレ数と

して広く考えられよう。

〔18掌〕合理的なこと；特別賃率

特別貸率の問題解決への基本的指針として七つの原則が構成'JI!素となるが，中でも

最も重裂な原則は，不変費用が，各トン等しい負担（＝share）をこ うむっていると

いうトン当りベースで特別サービスへ配分されるべきであり，その際に例外として，

距離に也、接に関係してくる不変費用は，各トンマイノレ等しし、負担をこうむっているト

ンマイノレ当りベースで配分されるべきである。

これらの原則lは本質的には経済的であり，政治的または人道主義的目的が例外を故

意に行なわれるようにさせるのである。例えば，現金支出の費用が収入を超過すると

いう差徽は政府補助によって償われるのでなければ，公共の福祉の増進のためにその

原則が要求している水準以下に貨率を引き下げることは賢明なことか否かは常に問題

とされる余地を残している。

認容できる最高賃率と最低賃率との範凶ーすなわち貨準が合理的に違いないという

その原則を犯すことなく，運送人または同盟が貨率を決めるという範囲内 は合理的

なことの領域といわれている。

〔19主主〕不当な差別

海運法と州際交通法は共に公共運送人が不当な，あるいは不合理な特恵 （＝prefer-

enc巴）や利益を与えたり， または不当な， あるいは不合理な優先権（＝pr巴judic巴〕

や不利読を引き起こすことを不法と しており，海運法（1916年〉 第14条，第15条，お

よび第17条では。不当な差別H も禁止されてし、る。いうまでもなく，狭義では，この

II用語H の%1：味は， 問ーとみなされるサービスに対して呉なった貨率を課することで

あり，この条項は水路運送人について州際交通法の第2条から法令規定へ準用されて

し、る。

だが，ここで注意すべきことは， II差別II が法律によって禁止されていないことで

ある。禁止されているのは H不当な差別II であり，したがって， H差別。と II不当H
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な差別とを区別する努力がなされてきたのである。

II不当な差別H が可能となる根拠は，サービス費用と（ないしは〉サーピス価値と

が相異なるからである。したがって，それは；i町議商品の貨率はむろんのこと，同種商

品の貨率にも適用されうるのである。

〔20章〕貸率表（＝tariffs)

公共運送人としての水路運送人にはその賃率表について次のような法的義務が課さ

れている。すなわち， （1）賃率表における:Ci'.率は談されうる唯一の賃率であり，（2）貸率

表は特殊の目的に充てられた（= appropriat巴〉 規1M当局に提供されねばならない，

(3）賃率表は公衆に利用可能なものとされねばならない，住J賃率表はさきの規制l当局に

よって規定された規制に応じて提出されねばならない。ここでの規制当局（ ICC) 

とは州｜祭主主率を含む賃率表の；場合には州際交通委員会であり， noncontiguous輸送の

賃率を含む貸率表の場合は連邦海事局 （FMB〕であり，I C Cは，あらゆる改正を

しながら述送人にその主要な事業所（＝atits principal place of business〕で全部

の賃率表を保存しておくように求め，また，FM Bはそうした賃率表が公衆の行きや

すい ( = accessibl巴〉 本店とか他の事務所で運送人によって保存されるよう災求し

ている。

〔2H幻外国海運の市場の不安定性 （＝volatility)

海運市場の不安定性はサービス需要の急激なる変動，のみならず船舶トン数の供給

の動きによる以下二つの特質の結果である。すなわち，一つは，サービス稀嬰にかか

わらず供給の急激なる変動，他一つは需要の変動に速かに適応させるべき船舶 トン数

の供給の失敗， の二つを挙げており， ここで、の供給は単に現存の1止（or一部分〉第一

界の トン数量ーで測定されてはならないとしているの また， 後者の場合には部分的に

次および第二次世界大戦によって引き起された廃船 （＝withdrawals）の結果であり

，それは，船舶の長寿命と船舶を係留する費用の高いこと， の二つの要因が結び合っ

て生じている，としている。

かかる不安定性の結果，海巡業では，海上運送人によって課された賃率の大きな変

化の傾向がみられ，これは用船賃率の方が定期船 （貨物〕貸率よりもより明らかとさ

れうるのである。

〔22章〕諮求書と支払い決済
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岸壁受取り証には荷主またはその代理人はいわゆる必要事項を書き入れ船荷証券が

荷主と運送人聞の関係を支配する基本的な？虫類 （＝document）である。荷主によっ

て書き入れられた情報としての船荷証券の申込書は （＝form）通’前運送人のオフィ

スへ約20通送付され，船荷証券と岸壁受取り証の照合 （ニmatching-up）後，船荷

証券は言平価員（＝ratecl巴rk）の手元へ入る，という手順を踏むものである。

運賃は積み荷i也または積み飼lし地でト支払われ，それが積み荷地でなされる場合には

Tili払いと言われており，輸送取引では多くの場合，運賃は前払いを要求されるのであ

る。もし運賃の前払いが当然であるならば，逆送人の通常の慣習は運送人が船荷証券

を渡すl時期に荷主または運送取扱人（＝forward巴r〕に支払いを求め支払満期到来の

請求書（＝d印刷II〕に署名を求めることになる。その条件によって，多くの航路線の

j場合の支払満期到来の詰求書は満期日後3日以内に決済を要求してし、る。

〔あとがき〕

アメ リカ経済における公共政策の伝統的型念は自由競争の原理に基づいた公共の福

祉の増進のために寄与することであった。したがって，そこでは， H競争こそはあら

ゆる取引の王国であるH という格言が示す通り，競争の理念がすべての経済活動を支

配しているのである。

木市でも，i主率規i!JIJの目標は利潤最大化のために設けられる，と主張するグロスマ

ンの考え方はアメリカ海運の経話思想主：tm突に表わしている，と考えるのはあなが、ら

筆者だけではなかろう。

本書のポイン トは第15主主と第16章で詳述されていると恩われる。つまり，著者は，

海運同盟の海上貨物質率は外国貿易輸送のために規制されねばならないとする恨拠を

述べており，特定運送人および自家運送人と区別される公共運送人がその貨率を規定

当局によって何のために規制されねばならないかを，州際交通法の条文を引用して詳

しく説明している。

なお，グロスマンは当時，ニューヨーク大学で交通論と公益事業論を担当してお り

本書の刊行3年後の1959年に Simmons-Boardman出版社より 『Foundamentalsof 

Transportation』の著書が刊行されたが，グロスマンは公共統制！と公共規制lについて

詳述していることを付記しておきたし、。

(Cornell Maritime Press, Cambridge, Maryland. 1956.〕


